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国際平和協力業務を実施する陸上自衛隊の部隊への派遣隊員に対する給与の支給等要領 

１ 目的 

この要領は、国際平和協力業務を実施するため国外に派遣される陸上自衛隊の部隊（以

下「派遣部隊」という。）に派遣する隊員（以下「派遣隊員」という。）に対する給与

の支給等要領について定めることを目的とする。 

２ 用語の定議 

この要領において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(１) 従前の俸給支給機関 派遣隊員が派遣部隊への異動前に属していた俸給支給機関を

いう。 

(２) 従前の分任資金前渡官吏 従前の俸給支給機関に所属する分任資金前渡官吏をいう。 

(３) 現地払 派遣隊員の給与を派遣部隊の俸給支給機関の長が支給することをいう。 

(４) 訓令 俸給支給機関の指定等に関する訓令（昭和 30 年防衛庁訓令第９号）をいう。 

３ 担当区分 

派遣隊員に対する給与の支給に関する担当区分は、次の表に定めるところによる。 

  区   分    内           容 

(１) 従前の俸給支給

機関の長 

ア 訓令第２条第１項第１号に定める俸給及び

諸手当の支給 

イ 訓令第２条第１項第２号に定める食事代の

控除及び国に対する払込 

ウ 訓令第２条第１項第５号に定める弁償金額

の決定、控除及び被服代払込金額の決定、控

除並びに国に対する払込 



エ 訓令第２条の３に定める俸給等の繰上支給 

オ 訓令第４条に定める扶養親族の届出等の認

定 

カ 給与の留守宅渡し 

キ 児童手当当に係る認定及び支給 

(２) 派遣部隊の俸給

支給機関の長 

ア 前号に定めるものを除く派遣隊員に対する

給与（食事）の支給 

イ 現地払に係る給与の支給 

(３) 従前の分任資金

前渡官吏 

ア 給与計算資料及び給与支給人員内訳表の作

成 

イ 給与計算に関する事務及び支払（現地払分

を除く。）に関する事務 

ウ 現地払簿の作成及び送付 

エ 外国送金依頼のために必要な事務及び給与

支給明細書の送付 

(４) 派遣部隊の長又

は資金前渡官吏 

ア 勤務状況通知書（期末・勤勉手当の分を含

む。）の作成及び送付 

イ 派遣期間中の給与の口座振込申出（変更申

出）書（陸上幕僚長が定める様式）の受理及

び送付 

ウ 現地払に係る給与の支払に関する事務 

エ 派遣期間中の新たな申出による現地払簿の

作成等 

４ 現地払の申出及び変更 

(１) 派遣隊員は、現地払を希望する場合は、本国出発前に給与の現地払申出書（付紙様

式第１）を２部作成し、従前の俸給支給機関の長に提出する。 

(２) 派遣隊員が派遣期間中に現地払を中止する場合、新たに現場払を受ける場合又は現

地払額を変更する場合は、派遣部隊の長が所要の手続を経て従前の俸給支給機関の長

に給与の口座振込申出（変更申出）書を１部送付する。 

５ 現地払簿の作成 

従前の分任資金前渡官吏は、前項第１号に基づき、現地払簿（付紙様式第２)を作成す

る。 



６ 給与の支給（支払）依頼手続 

(１) 従前の俸給支給機関の長は、第４項第１号に該当する場合は、派遣部隊の準給支給

機関の長に付紙様式第３により給与の支給（訓令第２条第１項第１号に規定するもの

に限る。）を依頼するものとする。 

(２) 従前の分任資金前渡官吏は、第５項に規定する現地払簿を派遣部隊の資金前渡官吏

に送付することにより、現地払を依頼するものとする。 

(３) 従前の分任資金前渡官吏は、毎月、外国送金依頼書（付紙様式第４）を作成し、俸

給支給日の10日前までに官署支出官陸上自衛衛隊中央会計隊長に送付するものとする。 

７ 現地払額 

現地払額は、米ドル単位の定額とし、かつ、その定額は、派遣部隊の俸給支給機関の

長が認めた場合に限り変更することができる。 

８ 現地払の予算科目 

派遣隊員が給与支給額の一部を現地払とした場合の予算科目は、毎月の給与について

は、現地払額が職員俸給の支払額の範囲内にある場合は職員俸給、期末・勤勉手当につ

いては、期末手当の支給額の範囲内にある場合は期末手当とする。 

９ 現地払額の通報及び精算手続 

(１) 次のいずれかに該当した場合は、派遣部隊の資金前渡官吏は従前の分任資金前渡官

吏に現地払簿により所要の通報を行う。 

ア 派遣部隊の帰国により現地払を終了したとき。 

イ 派遣隊員が死亡したとき。 

ウ 派遣隊員が疾病、負傷又は退職等の事情により帰国し、現地払の必要がなくなっ

たとき。 

(２) 従前の分任資金前渡官吏は、前号により送付された現地払簿を次により取り扱うも

のとする。 

ア 現地払簿を職員別給与簿と照合する。 

イ 照合の結果、符合しない場合は、職員別給与簿及び現地払簿にその旨を付記して

次回に支給の際、その不符合額を精算する。 

ウ 使用済の現地払簿は、当該職員別給与簿に添付して保管する。 

10 扶養親族の届出等 

訓令第４条に規定する届出等は、派遣隊員の家族又は扶養親族等が行うことができる

ものとする。 

11 計算証明 

現地払に係る計算証明は、次の各号に定めるところによる。 



(１) 基準給与簿は、給与支給額を給与振込額と現金支給額に区分して記入し、基準給

与簿の欄外余白に「現金支給額○○○、○○○円は派遣隊員支払分」と付記する。 

(２) 第８項に該当する場合の支払決議書及び給与証明書は、職員俸給から現金支給額

（現地払）を差し引いた残額を記入する。 

(３) 一部現地払の計算証明例は、付紙のとおりとする。 

(４) 現地払分の計算評明は、派遣部隊の資金前渡官吏が行う。 

12 その他 

(１) 給与の支給に関する事務処理の流れは、付図のとおりとする。 

(２) 給与の支給に関し、派遣部隊の俸給支給機関等と従前の俸給支給機関等の連絡調

整及び資料等の授受は、海上幕僚監部監理部経理課が陸上幕僚監部監理部会計課又

は陸上自衛隊中央会計隊を通じ行うものとする。 

(３) 特別な事情により、この要領によりがたい場合は、その都度関係先と調整の上別

に示す。
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